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新 旧 対 照 表 

現       行 改   正   案 

広島市要介護認定等資料提供制度要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は，介護保険法（平成９年法律第１２３号）の規定に基づ

き本市が行った要介護・要支援認定に関 する資料（以下「要介護認定等

資料」という。）を，当該認定を受けた者（以下「本人」という。），家族

その他の関係者に提供することについて，広島市個人情報保護条例（平成

１６年３月３０日広島市条例第４号）第８条に規定するもののほか，必要

な事項を定めるものとする。 

 

第２条～第１１条 （略） 

 

 附 則 

 この要綱は，平成１１年１０月１日から実施する。 

   附 則 

 この要綱は，平成１４年４月１日から実施する。 

   附 則 

 この要綱は，平成１５年４月１日から実施する。 

   附 則 

 この要綱は，平成１７年６月２９日から実施する。 

   附 則 

 この要綱は，平成１８年４月１日から実施する。 

附 則 

 この要綱は，平成２０年４月１日から実施する。 

附 則 

 この要綱は，平成２２年１月１日から実施する。 

附 則 

広島市要介護認定等資料提供制度要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は，介護保険法（平成９年法律第１２３号）の規定に基づ

き本市が行った要介護・要支援認定に関 する資料（以下「要介護認定等

資料」という。）を，当該認定を受けた者（以下「本人」という。），家族

その他の関係者に提供することについて，個人情報の保護に関する法律

（平成１５年法律第５７号）第６９条   に規定するもののほか，必要

な事項を定めるものとする。 

 

第２条～第１１条 現行に同じ 

 

 附 則 

 この要綱は，平成１１年１０月１日から実施する。 

   附 則 

 この要綱は，平成１４年４月１日から実施する。 

   附 則 

 この要綱は，平成１５年４月１日から実施する。 

   附 則 

 この要綱は，平成１７年６月２９日から実施する。 

   附 則 

 この要綱は，平成１８年４月１日から実施する。 

附 則 

 この要綱は，平成２０年４月１日から実施する。 

附 則 

 この要綱は，平成２２年１月１日から実施する。 

附 則 
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 この要綱は，平成２６年３月１日から実施する。 

   附 則 

 この要綱は，平成２７年８月１日から実施する。 

附 則 

 この要綱は，平成２８年３月１日から実施する。 

附 則 

 この要綱は，平成２９年４月１日から実施する。 

附 則 

 この要綱は，平成３０年４月１日から実施する。 

附 則 

 この要綱は，令和２年４月１日から実施する。 

附 則 

 この要綱は，令和３年４月１日から実施する。 

附 則 

 この要綱は，令和４年４月１日から実施する。 

 

 

 

 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 この要綱は，平成２６年３月１日から実施する。 

   附 則 

 この要綱は，平成２７年８月１日から実施する。 

附 則 

 この要綱は，平成２８年３月１日から実施する。 

附 則 

 この要綱は，平成２９年４月１日から実施する。 

附 則 

 この要綱は，平成３０年４月１日から実施する。 

附 則 

 この要綱は，令和２年４月１日から実施する。 

附 則 

 この要綱は，令和３年４月１日から実施する。 

附 則 

 この要綱は，令和４年４月１日から実施する。 

附 則 

 この要綱は，令和５年４月１日から実施する。 
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申出者が提供対象者であることを証する書類について 

 

広島市要介護認定等資料提供制度要綱第５条第４項に規定する自己が第

４条各号に規定する者であることを証する書類で別に定めるものについて

は，広島市個人情報保護条例施行規則（平成８年広島市規則第９０号）第

７条第１項を類推適用し，下記のとおり定める。 

 

１（略） 

 

２ 第４条第２号関係 

（１）申出者の本人確認のため上記１（１）又は（２）の書類の提示が必要 

（２）申出者と本人との関係の確認のため，本人との続柄を証する次のいず

れか一つの書類の提示が必要     

  ① 保険証 

② 住民票 

③ 戸籍謄本 

④ その他国又は地方公共団体の機関が発行した書類 

 

３～５（略）                                    

                                      

                                     

              

 

 

 

 

 

 

 

 

申出者が提供対象者であることを証する書類について 

 

広島市要介護認定等資料提供制度要綱第５条第４項に規定する自己が第

４条各号に規定する者であることを証する書類で別に定めるものについて

は，個人情報の保護に関する法律施行令（平成１５年政令第５０７号）第

２２条  を類推適用し，下記のとおり定める。 

 

１ 現行に同じ 

 

２ 第４条第２号関係 

（１）申出者の本人確認のため上記１（１）又は（２）の書類の提示が必要 

（２）申出者と本人との関係の確認のため，本人との続柄を証する次のいず

れか一つの書類の提示が必要     

  ① 住民票              

② 戸籍謄本    

③ その他国又は地方公共団体の機関が発行した書類 

                         

 

３～５現行に同じ                                    

                                      

                                     

              

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

  
 

様式第１号（表） 

 

様式第１号（表） 

 


